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磐田市立向陽中学校 
校 長 寺田 容子 

  
新型コロナウイルスの感染の拡大防止に関する臨時休業について（お知らせ） 

 
日頃より本校の教育活動において御協力いただき、感謝申し上げます。 
さて、４月７日（火）に国から緊急事態宣言が出されました。磐田市では、この状況

を鑑み、静岡県における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、臨時休業措置をとる
ことといたしました。 
つきましては、磐田市教育委員会の指示に従い、下記の通り対応いたします。御理解、

御協力の程、よろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１ 臨時休業期間について 
 ・４月11(土)から４月26日（日）までの期間、学校は臨時休業となります。 
・今後の状況によって、臨時休業期間の延長や、登校日を設ける場合があります。 

 
２ 登校日の対応について 
 (1) 次回登校日 ４月27日(月)  
 (2) 登校時刻 ７：４５～８：１５ 
 (3) その他  下校時刻や給食等の対応については、ホッとラインでお知らせします。 
 
３ 臨時休業中の過ごし方について 
(1) お子さんの健康管理のため、保健室より配られている「感染症予防健康チェック表」

を利用して、日々の検温や体調把握をお願いします。 
(2) お子さんの居場所確保がどうしても難しい場合は、学校に御相談ください。 
(3) 学びの機会の確保のため、教科ごとに生徒に説明してあります。説明した内容を学

校ホームページにも掲載しますので、必要に応じて御確認ください。 
(4) 臨時休業中、お子さんの健康状態の把握のため、「いわたホッとライン」によるア

ンケートや電話連絡を実施します。御協力をお願いします。 
(5) 御家族の皆様も、なるべく不要不急な外出を控えていただきますようお願いします。 
(6) どうしても外出する必要がある場合は、人混みを避け、マスクの着用、帰宅後の手

洗い・うがいの徹底をお願いします。 
 
４ 留意事項 
(1) 御家族の中に感染地域に出かけたり感染地域から戻ったりした方がいる場合は、感

染防止のため、２週間を目安にできる限り、他の家族と接しないよう御配慮願います。 
(2) お子さんや、御家族に感染者または、濃厚接触者が出た場合は、速やかに学校まで

御連絡ください。 
 
５ その他 
 ・４月10日(金)までは、予定通り給食を実施します。 
 ・今後の家庭学習の方法として、インターネット等の利用が可能かどうかについて、各

家庭の様々な状況を把握した上で、検討していきます。 
・各家庭のネットワーク環境や情報機器の状況を確認するため、後日ホッとラインにて
アンケートを行います。御理解と御協力をお願いいたします。 
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